
発症日

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 １０日目

１日間 発症 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 登園OK

２日間 発症
症状

→なし
軽快 軽快 軽快 軽快 登園OK

３日間 発症
症状
あり

症状
→なし

軽快 軽快 軽快 登園OK

４日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 軽快 登園OK

５日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 登園OK

６日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 登園OK

７日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 登園OK

８日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 登園OK

９日間 発症
症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
あり

症状
→なし

軽快 登園OK

※登園停止期間の基準※

若宮こども園・西若宮こども園・若宮森の子こども園

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発症と登園可能日の目安

発症後５日 発症後５日を経過

症
状
の
あ
る
期
間

「発症後５日（発症日を０ 日とする）を経過し、かつ、症状が軽快した後２４時間を経過するまで。」

厚労省HPによる

「～日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日を０日目として、翌日
が１日目になります。

「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状（咳や息苦し
さ等）が改善傾向にある状態のことです。

※無症状の感染者の場合、登園停止の期間は、
検体を採取した日を０日目とし、５日を経過するまでです。


